
 

平成２９年度 

下請事業者支援対策費補助金 

（下請事業者支援対策費補助事業） 

 

 

【公募要領】 
 

 

 

【受付期間】 

平成２９年２月１０日（金）～ 平成２９年３月６日（月）１７：００まで 

 

【受付時間】 

１０：００～１２：００、１３：３０～１７：００ ／ 月～金曜日（祝日を除く） 

※１７：００以降は受付に応じられませんのでご注意ください。 

※郵送の場合は、受付最終日の１７：００までに必着するよう提出してください。また、

封筒に赤字で｢下請事業者支援対策費補助事業申請書在中｣と記入してください。 

※本事業は、平成２９年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、

落札（採択）予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札（採択）者とすることと

する。 

 

【受付先及び問い合わせ先】 

 

中小企業庁 取引課 

担 当：村山、平澤 

ＴＥＬ：０３－３５０１－１６６９ 

 

 

 

平成２９年２月 

中小企業庁
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Ⅰ 本補助金制度について 

 

 

 

本事業は、下請中小企業に対する取引あっせん等の事業を行う団体等に補助金を交付するこ

とにより、下請中小企業の取引機会の増加を図り、下請中小企業が親事業者に過度に依存せず

取引できる環境を整備することで、下請中小企業の振興を図ることを目的としています。 

 

 

 

下請中小企業の支援に資する事業を行う団体等のうち、以下の要件に適合するものを対象と

します。 

（１）日本国内に事務所を置いて、日本国内で事業を行っていること。 

（２）事業を遂行するに足る熱意、経験及び能力を有すること。 

（３）特定企業の利益を図るような運営を行わないこと。 

（４）補助対象者として、不適当と認められる行為がなかったこと。 

 

 

 

補助対象事業は、下請中小企業の支援に資する事業のうち、補助対象者が行う以下の事業と

します。 

（１）インターネットを活用した下請取引あっせん事業 

   インターネット上で下請取引あっせん等を行うシステムを都道府県の下請企業振興

協会等との連携の下に運営管理し、下請中小企業の取引拡大に向けたきめ細かなあっせ

ん支援を行うもの。 

（２）商談会開催事業 

広域的（都道府県を越境するものを指します。北海道及び沖縄についてはこの限りで

はありません。以下同じ。）に商談会（以下「広域商談会」という。）を開催することに

より、下請中小企業の販路多角化、経営の安定等の支援を図るもの。 

（３）その他の事業 

下請中小企業の下請取引あっせん等に資する会議（以下「情報連絡会議」という。）の

開催、イベントへの出席、広報誌の発行等を行うもの。 

 

 

 

補助対象となる経費は、「Ⅰ ５．補助事業期間」内に支出した経費のうち、次の表に掲げる

経費であって、本事業の対象として明確に区分でき、かつ、証拠書類によって金額等が確認で

きる経費のみです。交付決定日前に発注、購入、契約等を実施した経費については補助対象と

はなりません。 

 

【補助対象経費】 

事業区分 補助対象経費区分 内容 

指導員及び指導補

助員の設置 

 

 

下請取引あっせん等の事業に従事する人員の

人件費 

１．事業目的 

４．補助対象経費 

２．補助対象者 

３．補助対象事業 



- 3 - 

 

業務管理  

 

 

備品費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、 

ＯＡ機器設置費、借損料、光熱水料、会議費、

資料費 

下請取引あっせん

指導事業 

旅費 

 

下請取引あっせん指導事業及び関連イベント

参加費 

指導員・専門調査 

員情報連絡会議開

催事業費 

謝金、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、

借損料、会議費、資料費、雑役務費 

 

緊急広域商談会開

催事業費 

 

謝金、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、

借損料、会議費、資料費、工事請負費、雑役

務費 

インターネット利

用下請取引情報提

供事業費 

 

謝金、旅費、消耗品費、会議費、借損料、印

刷費、通信運搬費、資料費、ＯＡ機器設置費、

通信回線費、プロバイダー契約料・使用料、

雑役務費、委託費 

広報誌発行費 

 

原稿料、消耗品費、印刷費、通信運搬費 、資

料費 

 

【補助対象経費の内容の説明】 

・下請取引あっせん等の事業に従事する人員の人件費：下請取引あっせん等の事業に従事す

る人員に対する給与に要する経費 

※別添の人件費の計算に係る実施細則を参考にしてください。 

・備品費：事業遂行に必要な備品を購入するために支払われる経費 

・消耗品費：消耗品を購入するために支払われる経費 

・印刷費：資料等を印刷するために支払われる経費 

・通信運搬費：運搬料、郵送料、郵便代等として支払われる経費 

・ＯＡ機器設置費：パソコン、ファクシミリ等のＯＡ機器の購入、リース、レンタル等に支

払われる経費 

・借損料：機器・設備類のリース料・レンタル料、会場等の借り上げとして支払われる経費 

・光熱水料：事業遂行に必要な光熱水料に支払われる経費 

・会議費：会議等を開催した際にお茶代として支払われる経費 

・資料費：図書・資料等の購入、資料の作成のために支払われる経費 

・旅費：下請取引あっせん指導、関係イベントの参加等のために支払われる経費 

・謝金：事業遂行に必要な専門家等に支払われる経費 

・工事請負費：商談会等の会場整備のための工事に支払われる経費 

・プロバイダー契約料・使用料：インターネットを活用するために必要なプロバイダー契約

料・使用料に支払われる経費 

・原稿料：広報誌等作成のための原稿料に支払われる経費 

・通信回線料：インターネットを活用するために支払われる経費 

・雑役務費：事務を補助するために雇い入れた者（パート、アルバイト等）の賃金、交通費

として支払われる経費 

・委託費：ホームページのシステム開発、改良、運用等を委託する際に支払われる経費 

※委託費については、補助事業の一部として行われるものとします。 

・その他の経費：上記以外の経費であって、経済産業大臣が特に必要と認める経費 
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補助事業期間は、交付決定日から平成３０年３月３１日までです。 

 

 

 

補助金の額は、経費区分毎の補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。た

だし、補助限度額が上限となります。 

 

【補助率等】 

補助率 人件費 補助対象経費の３分の２以内 

※人件費の計算は、別添の人件費の計算に係る実施細則

によります。 

事業費 補助対象経費の１０分の６以内 

補助額 上限 ４９，３３７千円 

採択件数 １件 

 

【算出例】 

     補助対象経費         補助率         補助金 

人件費（３００万円）  ×   ３分の２   →  人件費（２００万円） 

事業費（７００万円）  ×  １０分の６  →  事業費（４２０万円） 

 

 

Ⅱ 応募手続き等について 

 

 

 

【受付期間】 

平成２９年２月１０日（金）～ 平成２９年３月６日（月）１７：００まで 

 

【受付時間】 

１０：００～１２：００、１３：３０～１７：００ ／ 月～金曜日（祝日を除く） 

※１７：００以降は受付に応じられませんのでご注意ください。 

※期限を過ぎての提出は受け付けられません。郵送の場合は、受付最終日の１７：００まで

に必着するよう提出してください。また、封筒に赤字で｢下請事業者支援対策費補助事業申

請書在中｣と記入してください。 

※本公募は、平成２９年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、落

札（採択）予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札（採択）者とすることとしま

す。 

 

 

 

 

 

５．補助事業期間 

６．補助率等 

１．受付期間及び時間 
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【開催日時】 

平成２９年２月２０日（月）１４：００～  於：中小企業庁 

 

【説明会参加登録】 

参加を希望される場合は、平成２９年２月１７日（金）１７：００までに、以下宛てにご連

絡ください。 

（説明会参加登録先）E-mail： hirasawa-kosuke@meti.go.jp  

メールの件名（題名）を必ず「平成２９年度下請事業者支援対策費補助事業説明会出席登録」

とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「ＦＡ

Ｘ番号」「E-mailアドレス」を明記してください。 

説明会の会場については、ご登録いただきました「E-mailアドレス」にご連絡します。 

 

 

 

以下の申請書類を１．の受付期間及び受付時間内に中小企業庁取引課まで、郵送又は持参に

より提出してください。 

 

【申請書類】 

①平成２９年度下請事業者支援対策費補助事業計画書（様式第１） 

②補助事業計画書（別紙） 

③決算書（過去２年間の貸借対照表、損益計算書） 

④申請事業者等の事業概要が分かるパンフレット、定款、その他の参考資料 

※事業内容等の確認のため、必要に応じて法人登記簿謄本などの追加資料の提出及び説明

を求めることがあります。 

⑤適合証明書（様式第２） 

 

【申請部数】 

申請書類①から⑤まで 合計７部（正１部、副６部） 

申請書類①、②及び⑤を保存した電子媒体 ＣＤ－ＲＯＭ１枚 

 

【注意事項】 

①添付資料は必要なものに限ってください。 

②用紙サイズは原則として日本工業規格Ａ４で統一し、左上１箇所をクリップ止め（ホチキ

ス止め不可）してください。 

③ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付けません。資料に不備がある場合は、審査対象

となりませんので、ご注意ください。 

④申請書類等の返却はしませんのでご了承ください。 

 

 

 

補助金の採択は、以下の評価項目に基づき、外部有識者等により構成される採択審査委員会

において審査を行い、当該審査結果を踏まえて行います。 

３．応募書類の提出方法 

４．採択方法 

２．説明会の開催 
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【評価項目】 

①事業目的との適合性 

・応募者の行う事業が補助事業目的と適合しているか。 

②補助事業者としての適格性 

・応募者が当該補助事業の実施者として適格な事業者であるか。 

③補助事業の実施体制及び実施方法 

・応募者に補助事業を実施するための人材や組織体制があるか。 

・補助事業の関連分野に対する知見を有しているか。類似業務の実績はあるか。 

・事業の実施方法が効率的であるか。 

・成果を高めるための効果的な工夫がされているか。 

④補助対象経費等 

・財務体質が健全か。 

・補助対象経費等の内容が妥当なものであるか。 

 ⑤個人情報の適切な管理 

・個人情報の適切な管理を行う能力を有するか。 

 

 

 

採択結果（採択又は不採択）については、採択結果の決定後、中小企業庁取引課から申請者

へ速やかに通知します。 

なお、採択となった場合には、原則として、事業者名を公表します。 

 

 

 

採択された方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号）」及び「下請事業者支援対策費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付に係る必要な手続

きを、所定の期間内に行っていただきます。 

 

 

 

本補助金の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。 

①交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補

助事業を中止若しくは廃止しようとする場合には、事前に承認を得なければなりません。 

②交付決定によって生じる権利の全部又は一部を承認を得ずに第三者に譲渡し、又は承継さ

せることはできません。 

③平成２９年９月３０日現在における補助事業の遂行状況について、平成２９年１０月１３

日までに補助事業遂行状況報告書を提出しなければなりません。 

④補助事業を完了したとき又は中止若しくは廃止の承認を受けたときは、その日から起算し

て３０日を経過した日又は平成３０年４月１３日のいずれか早い日までに実績報告書を提

出しなければなりません。 

⑤補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産（取得価格又は効用の増加価格が単

価３０万円以上のものに限ります。）は、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもっ

て管理し、補助金交付の目的に従って効率的運用を図らなければなりません。 

５．採択結果の通知・公表 

６．補助金の交付手続 

７．補助事業者の義務 
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経済産業大臣が別に定める期間内に当該財産を処分（補助金の交付の目的に反する使用、

譲渡、交換、貸付、担保に供することをいう。以下、同じ。）しようとするときは、事前に

その承認を受けなければなりません。 

また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部を国に納付しなければならない

場合があります。 

⑥交付申請にあたっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（注）を減額して申請し

なければなりません。 

ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、

この限りではありません。 

なお、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、経済産業省に速やかに報告し、指示

に従わなければなりません。 

（注）消費税等仕入控除税額について 

補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、補助事業に

係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、こ

の還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相

当額については、原則として予め補助対象経費から減額しておくこととしています。こ

の消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。  

⑦補助事業に係る経理について、帳簿及びすべての証拠書類を整理し、他の経理と明確に区

分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければなりません。また、帳簿

及び証拠書類を交付年度終了後５年間保存しなければなりません。 

 

 

 

補助事業を実施することにより産業財産権等が発生した場合は、その権利は補助事業者に帰

属します。  

 

 

 

①補助金の支払いについては、原則として、実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の

精算払となります。特に必要と認められる場合、年度の途中での事業の進捗状況を確認し、

代金の支払いが済んでいることを確認した上で、当該部分に係る補助金が支払われる（概

算払）場合もあります。 

なお、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における収益として計上するものであ

り、法人税等の課税対象となります。 

②補助事業の進捗状況確認のため、経済産業省が実地検査に入ることがあります。 

③原則として、補助事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認がで

きない場合については、当該案件等に係る金額は補助対象外となります。 

④補助事業について、国（独立行政法人等を含む。）が助成する他の制度（補助金、委託費等）

を重複して利用することはできません。 

⑤補助事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

⑥補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に違反する行為等

（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をした場合には、補助金の交付取消・返還

命令（加算金の徴収を含む）、不正の内容の公表等を行うことがあります。  

⑦補助事業者が株式会社等の場合、「中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）」や

８．財産の帰属等 

９．その他 
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「中小企業の会計に関する指針（中小会計指針）」に拠った信頼性のある計算書類等の作成

及び活用に努めてください。 

なお、株式会社等が中小会計要領や中小会計指針に準拠している場合、財務諸表のうち

個別注記表にその旨を記載することになっています。 

※中小会計要領や中小会計指針の詳細は、中小企業庁ホームページを参照ください。 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm 

※株式会社等とは、株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社である中小企業のこと

をいう。 

 

Ⅲ 提出先及び問い合わせ先 

 

中小企業庁 取引課  

担 当：村山、平澤 

住 所：〒１００－８９１２ 東京都千代田区霞ヶ関１－３－１ 

ＴＥＬ：０３－３５０１－１６６９ 

ＦＡＸ：０３－３５０１－６８９９ 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm
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Ⅳ 計画書の様式 

 

（様式第１） 

 

平成  年  月  日 

 

 

 中小企業庁取引課 殿 

 

 

住所（郵便番号、本社所在地） 

法人番号 

氏名（名称、代表者の役職・氏名） 印 

 

 

 

平成２９年度下請事業者支援対策費補助事業計画書 

 

 

 

下請事業者支援対策費補助金の交付を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

・補助事業計画書 

・決算書（過去２年間の貸借対照表、損益計算書） 

・事業概要パンフレット、定款、その他の参考資料を別添として添付 

 

（注）用紙は、原則として日本工業規格Ａ４を使用すること。 
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（別紙） 

 

 

補助事業計画書 

 

１．申請者の概要 

申
請
者 

企業・団体名（ふりがな）  

代表者役職 

氏名（ふりがな） 
 

所在地  

連
絡
担
当
者 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号（代表・直通）  

Ｅ－ｍａｉｌ  

２．事業の実施方法 

※公募要領「Ⅰ ３．補助対象事業」の項目ごとに、具体的な実施方法及び内容を記載し

てください。 

※補助事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。 

３．実施スケジュール（２．の実施が月別に分かること） 

 

４．事業実績 

※これまでの類似事業の実績（事業名、事業概要、実施年度、発注者等（自主事業の場合

はその旨））を記載してください。 

５．実施体制 

＊事業実施者数、略歴、業務内容 
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６．事業費総額（千円） 

①経費配分内訳 

経費区分 
補助事業に 

要する経費 

補助金 

対象経費 

補助金 

交付申請額 

指導員及び指導補助員の設置    

業務管理                  

下請取引あっせん指導事業      

(1)旅費 

(2)情報連絡会議開催事業費           

(3)緊急広域商談会開催事業費 

(4)インターネット利用下請取

引情報提供事業費 

(5)広報誌発行費 

   

小計    

総額    

②資金調達内訳 

区            分 補助事業に要する経費(円) 資金の調達先 

自 己 資 金   

借 入 金   

補 助 金   

そ の 他   

   

合 計 額   

③補助金要望額の手当方法（上記②の補助金要望額の手当方法） 

区            分 補助金相当額(円) 資金の調達先 

自 己 資 金   

借 入 金   

そ の 他   

   

合 計 額   

※「６．①経費配分内訳」の補助事業に要する経費の合計額は、「６．②資金調達内訳」の合計

額と一致させること。 

※補助金の支払は、原則として補助事業終了後の精算払いとなるため、補助事業実施期間中、

補助金相当分の資金を確保する必要がある。 
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【別添】 人件費の計算に係る実施細則（健保等級ルール） 

 

平成２９年度下請事業者支援対策費補助金（以下「本事業」という。）に係る人件費の算出方

法については、事務の効率化や計算事務の煩瑣性を排除する観点から、以下のとおり定め運用

する。 

 

１．人件費の積算における原則 

本事業における人件費は、次項に規定する方法により算定した人件費単価（円／時間）に、

本事業に直接従事した時間数を乗じて算出する。 

ただし、本事業に直接従事した時間数は、事業者毎に定められた就業規則等に照らして適正

と認められる範囲とする。 

法定福利費（事業者負担分）については、保険の種類、事業者の事業の種類の分類によって

異なるため、事務の効率化の観点から人件費単価には上乗せしない取扱いとする。 

 

２．人件費単価の計算方法 

（１）人件費単価の算定方法 

本事業における人件費の算出基礎となる人件費単価の算定については、一部の給与形態

の者を除き、原則として、等級単価一覧表に基づく等級単価を適用することとし、以下の

とおり取り扱う。 

なお、平成２９年度適用の等級単価一覧表は、単価決定後公表する（２月下旬を予定）。

公表までの間は、平成２８年度適用の等級単価一覧表（別表）を参考とすること。 

雇用関係 給与 
等級単価 

の適用 
人件費単価の算定 

健保等級適用者 

（Ａ） 

全て 適用される 賞与回数に応じた等級単価一覧表の区分を

選択し、該当する「健保等級」に対応する

時間単価を適用 

健保等級適用者 

以外の者 

（Ｂ） 

年俸制 

月給制 

適用される 月給額を算出し、等級単価一覧表の「月給

額範囲」に対応する時間単価を適用 

日額制 適用されない 等級単価一覧表を適用せず、個別に日給額

を所定労働時間で除した単価（一円未満切

捨て）を適用 

時給制 適用されない 等級単価一覧表を適用せず、個別の時給額

を適用 

人件費単価の具体的な適用は、以下のとおりとする。 

次の各号に定める分類に応じ、当該各号に定める方法により計算した金額を人件費単価

とする。 

①健保等級適用者（Ａ） 

次の各要件の全てを満たす者の人件費単価については、健保等級により該当する等級単

価を使用する。 

ア 健康保険料を徴収する事業主との雇用関係に基づき、本事業に従事する者。ただし、

役員及び日額又は時給での雇用契約者においては、健保等級適用者以外の者として取

り扱う。 

イ 健康保険法による健康保険加入者であり、標準報酬月額保険料額表の健保等級適用

者。 
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健保等級適用者に適用する人件費単価は、賞与回数に応じて該当する等級単価一覧表の

区分を使用する。 

ア 賞与が通常支給されない者、又は通常年４回以上支給される者 

→ 等級単価一覧表のＡ区分を適用 

イ 賞与が年１～３回まで支給されている者 

→ 等級単価一覧表のＢ区分を適用 

※健保等級の適用にあたっては、当該事業の開始時に適用されている等級に基づく人件

費単価を使用することとし、当該事業期間中において２等級以上変更になる場合には

新しい健保等級に基づく人件費単価を改定月より適用する。 

②健保等級適用者以外の者（Ｂ） 

健保等級適用者以外の者の人件費単価については、その給与形態に応じて以下の区分に

より取り扱う。 

この取扱いにおいて等級単価一覧表を適用する場合は、それぞれの年収（当該従事者に

対する年間支給実績額の合計）等を基礎として、等級単価一覧表「月額範囲額」により該

当する等級単価を適用する。 

区分  

年俸制 給与が年額で定められている者については、年額を１２月で除した額を月

給額とし、等級単価一覧表「月額範囲額」により該当する人件費単価 

月給制 給与が月額で定められている者については、等級単価一覧表「月額範囲額」

により該当する人件費単価 

日給制 給与が日額で定められている者については、等級単価一覧表によらず、日

額を約束された就業時間で除した金額。ただし、１日単位で事業に従事し

ている場合には、当該日額をもって１日あたりの人件費単価とすることが

できる 

時給制 給与が時給で定められている者については、当該時給をもって人件費単価

とする 

 

（２）健保等級適用者以外の者の取扱細則 

（２）－１．等級単価を適用する者 

前記（１）②の区分中、年俸制及び月給制の者に係る月給範囲額の算定については、以

下のとおり取り扱う。 

①算定に含む金額（健康保険の報酬月額算定に準ずる） 

基本給、家族手当、住居手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、

残業手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、育児休業手当、介護休暇手当、

各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当、役員報酬の内給与相当額など

金銭で支給されるもの。 

なお、賞与については、支給回数に関わらず、この算定に含む。後記④参照。 

②算定に含まない金額 

解雇予定手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康保

険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入

袋、出張旅費、役員報酬（給与相当額を除く。）など。 

③通勤手当の取扱い 

年俸制及び月給制適用者の通勤手当に含まれる消費税及び地方消費税については除外

しない。 
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④賞与の取扱い 

ア 事業期間内に支給される賞与を加算することができる。 

イ 年俸制又は月給制適用者の加算の方法として、給与明細や給与証明の確認による賞

与については、上期（４月～９月）又は下期（１０月～３月）の期間内にそれぞれ支

給されることが確定している額を各期間の月額に加算できる。この場合において年俸

制適用者は、月額に換算して適用する。 

・年額に加算できる賞与の額：年間賞与（年間賞与の合計額が確定している場合） 

・月額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月（１円未満切捨て） 

 

（２）－２．等級単価を適用しない者 

健保等級適用者以外の者のうち、日額制及び時給制適用者については、等級単価一覧表

（別表）の人件費単価を適用せず、雇用契約書や給与規程等により規定されている日額及

び時間単価による個別単価を原則適用する。 

①通勤手当の取扱い 

日額制及び時給制適用者に係る通勤手当については、日額及び時給に通勤手当相当額

を加算することができる。 

②賞与の取扱い 

（２）－１．④アについて同様の扱いとするほか、以下にて取り扱う。 

日額又は時給に加算できる明確な賞与とは、給与明細等に賞与として額が明示され、

支給することが確定している場合をいう。 

・日額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日 

（１円未満切り捨て） 

・時給に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日÷所定就業時間 

（１円未満切り捨て） 

 

（３）等級単価一覧表の適用方法 

健保等級適用者及び健保等級適用者以外の者のうち等級単価を適用する者について、等

級単価一覧表（別表）に適用する等級又は給与の基準額は以下の方法により決定する。 

①当該月に適用される健保等級又は当該月に支給された給与に基づき算定された健保等級

を適用する。 

②健保等級の変更（定時改定や随時改定による）又は給与に改定があった場合は、その改

定月から改定後の健保等級又は給与により算出した等級単価を適用する。 

（ａ）定時決定は、被保険者標準報酬決定通知書の適用年月を適用する。 

（ｂ）随時改定は、被保険者標準報酬決定通知書の改定年月を適用する。 

 

（４）等級単価の証明 

前記（３）①及び②の健保等級又は給与については、別添様式１（健保等級証明書）又

は様式２（給与証明書）により、その実績を当該事業者の給与担当課長等に証明させるも

のとする（証明書の日付は事業期間の最終日から実績報告書の提出日までの間の日付とす

る。）。ただし、給与明細などにより給与が確認できる場合、当該証明書の提出は不要とす

る。 

人件費の確定にあたっては、次の書類等を活用して照合を行うこととする。 

・健保等級適用者については、健保等級証明書（被保険者標準報酬決定通知書、同改定

通知書、被保険者標準報酬月額保険料表及び給与明細）。 
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・健保等級適用者以外の者は、給与証明書（給与明細、従事者毎の雇用に関する契約書）。 

・給与台帳、業務日誌、就業規則、就業カレンダー、タイムカード、出勤簿等。 
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別表（参考） 

等級単価一覧表 平成２８年度適用 
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様式１ 

 

健保等級証明書 

 

 

事業期間：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

平成  年度 健保等級 

従業者氏名 月 月 月 月 
賞与の 

支給回数 
備考 

○○○○       

○○○○       

○○○○       

 

 

平成  年  月  日 

 

 

平成  年度下請事業者支援対策費補助事業従事者に係る健保等級について、上記のとおり

証明します。 

 

 

名称（社名等）： 

所属部署名： 

証明者氏名（自署）： 

 

 

 

※事業の開始月、定時決定月（９月）、新規の登録従事者の従事開始月、健保等級に改定があ

る月については必ず記載する。 

※本様式は、健保等級適用者（Ａ）のみ使用する。 
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様式２ 

 

給与証明書 

 

 

事業期間：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

平成  年度 月額給与 

従事者氏名 月 月 月 備考 

○○○○ 

給与額     

給与相当額     

賞与の支給回数     

○○○○ 

給与額     

給与相当額     

賞与の支給回数     

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

平成  年度下請事業者支援対策費補助事業従事者に係る健保等級について、上記のとおり

証明します。 

 

 

名称（社名等）： 

所属部署名： 

証明者氏名（自署）： 

 

 

 

※事業の開始日、新規の登録事業者の事業開始月、給与に変更がある月については必ず記載

する。 

※本様式は、健保等級適用者以外の者（Ｂ）のみ使用する。 
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（様式第２） 

 

適合証明書 

 

*回答欄には○又は×を記載すること。 

条     件 回答* 資料№ 

１．事業者の代表者が、以下の方針を文書（電子的方式、磁気的方式など人の知

覚によっては認識できない方式で作られる記録を含む。以下同じ。）化し、従

業者に周知させるとともに、一般の人が入手可能な措置を講じていること。 

①事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取得、利用及び提供に関す

ること（特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の扱い

（以下「目的外利用」という。）を行わないこと及びそのための措置を講じ

ることを含む。）。 

②個人情報の取扱に関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するこ

と。 

③個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止及び是正に関すること。 

④苦情及び相談への対応に関すること。 

⑤個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善に関すること。 

⑥代表者の氏名 

※事業者の代表者が、①～⑥の方針を文書化し、従業者に周知させるとともに、

一般の人が入手可能な措置を講じていることを証する書類の写しを添付する

こと。 

  

２．事業者が、次の事項を含む内部規程を文書化し、かつ、維持していること。 

①個人情報を特定する手順に関する規程 

②法令、国が定める方針その他の規範の特定、参照及び維持に関する規程 

③個人情報に関するリスクの認識、分析及び対策の手順に関する規程 

④事業者の各部門及び階層における個人情報を保護するための権限及び責任

に関する規程 

⑤緊急事態（個人情報が漏えい、滅失又はき損をした場合）への準備及び対応

に関する規程 

⑥個人情報の取得、利用及び提供に関する規程 

⑦個人情報の適正管理に関する規程 

⑧本人からの開示等の求めへの対応に関する規程 

⑨教育に関する規程 

⑩個人情報保護マネジメントシステム文書の管理に関する規程 

⑪苦情及び相談への対応に関する規程 

⑫点検に関する規程 

⑬是正処置及び予防措置に関する規程 

⑭代表者による見直しに関する規程 

⑮内部規程の違反に関する罰則の規程 

※事業者が、①～⑮の内部規程を文書化し、かつ、維持していることを証する書

類の写しを添付すること。 

  

 


